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　平成22年度の資産運用環境について、上期はギリシャ国債の格下げを発端とする欧州債務問題へ
の懸念の広がり等によって、低迷しました。下期以降は日米の追加金融緩和策などで好転する兆しも
ありましたが、3月の東日本大震災の影響をうけて、金融市場は再び下落しました。結果として、当
基金の平成22年度の資産運用は△1.28%のマイナス運用にとどまりました。
　また、平成23年度を迎えても上期は、先進国の金利低下や世界的な株安傾向が進行して市況はさ
らに不振を続けています。そうした中、当基金といたしましては、今後とも運用環境を注視しつつ、
中長期的視点に立って基金財政の安定化に努めてまいる所存です。

●資産別運用状況（平成23年3月31日現在）

国内債券
国内株式
外国債券
外国株式
その他資産
計

3.02
－7.08
－7.45
3.41
－0.79
－1.28

修正総合利回り（％）
903,110
712,947
269,970
542,322
107,768
2,536,117

時価総額（万円）
35.61
28.11
10.65
21.38
4.25

100.00

構成割合（％）

●受託機関別資産運用状況（平成23年3月31日現在）

りそな
みずほ信託

中央三井アセット信託
三菱UFJ信託
大和住銀
東京海上

ニッセイアセット
ブラックロック

計

－0.93
0.92
1.48
－0.78
－7.88
－2.39
－2.06
－2.66
－1.28

修正総合利回り（％）
954,843
317,503
304,965
248,969
152,701
111,445
217,427
228,263
2,536,117

時価総額（万円）

●平成23年度の受託機関別資産運用状況
　　　　　　　　　　（平成23年4月1日～平成23年8月31日）

りそな
みずほ信託

中央三井アセット信託
三菱UFJ信託
大和住銀
東京海上

ニッセイアセット
ブラックロック

計

－3.98
－7.83
－7.01
－9.66
－8.58
－8.57
－8.34
－9.76
－6.80

修正総合利回り（％）
890,325
317,246
304,663
249,114
152,577
111,347
217,304
228,198
2,470,776

期中平均残高（万円）

　将来の給付のために、現時点で年金資産が計画どおり
に積み立てられているかどうかを、検証します。
① 基金の純資産額と、責任準備金を比較します。
　 純資産額／責任準備金＝0.87（基準値1.0以上）
② ①の結果が基準値を下回った場合には、基金の純資産
　額＋許容繰越不足金の額と、責任準備金を比較します。
　（純資産額＋許容繰越不足金）／責任準備金＝1.02（基
　 準値1.0以上）

　許容繰越不足金分を加味した純資産額が、責任準備
金を上回っているので、新たな掛金措置等の対応は必
要ありません。

　平成22年度決算の非継続基準の財政検証で、最低責任準備金に対する検証数値は上記のように0.85
となり、基準値を下回りました。ただし、本年2月末に関東信越厚生局に提出済みの財政健全化計画の
シュミレーション（国の基準で厳格に策定）では、平成27年度末には1.01に達して、年金純資産額の積
立水準の回復を図れる旨が確認されています。

健全化計画書における財政見通しについて

　基金では毎年度の決算において、財政の健
全性をチェックするために、年金資産の積立
状況を、「継続基準」「非継続基準」の2つの基
準と比較して検証しています。平成22年度
の決算結果に基づく積立水準の検証結果をご
報告いたします。

平 成 22年 度

継続基準の財政検証継続基準の財政検証

検証の結果

　基金が解散したと想定する場合に、当該時点までの加
入員・受給者の受給権に見合う年金資産が積み立てられ
ているかどうかを、検証します。
③ 基金の純資産額を最低責任準備金と比較します。
　 純資産額／最低責任準備金＝0.85（基準値1.05以上）
④ 基金の純資産額を最低積立基準額と比較します。
　 純資産額／最低積立基準額＝0.61（基準値0.9以上）

　基準値に抵触していますが、現行の積立水準回復計
画を継続実施することにより、非継続基準の検証をク
リアします。

非継続基準の財政検証非継続基準の財政検証

検証の結果

継続基準・非継続基準ともクリア・平成22年度決算にともなう掛金の引上げはありません。

許容繰越不足金
4,251百万円

純資産額
24,816百万円

最低積立
基準額

40,110百万円

純資産額
24,816百万円
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準備金

29,111百万円

責任準備金
28,399百万円
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平成22年度の資産運用結果



　皆さんの中に「会社を退職しなければ年金は受けられない」と
思っている方はいませんか？　基本的には、公的年金である老
齢厚生年金は生年月日別の支給開始年齢に達していれば受給で
きます。ただし、一定の条件下では年金額の調整が行われます。

　国の年金は老後生活の下支えを目的としてい
るため、一定額以上の給与等がある場合は、公
的年金である老齢厚生年金が一部または全額支
給停止されます。このしくみを在職老齢年金と
いいます。
　在職老齢年金の対象となるのは次の条件を全

て満たした方です。
●60歳以上
●老齢厚生年金の受給資格がある
●会社などに勤め、厚生年金保険に加入している
（働いていても、厚生年金保険に加入していなければ支給
調整はされません。）

～在職老齢年金～

　在職老齢年金によって減額される額は月ごと
に算出されます。その月の給与とその月以前一
年間に受けた賞与を月割りした額（総報酬月額
相当額）と、年金の月額（基本月額）を合計した
額が、基準額より高ければ年金が減額されるこ

とになります。
　支給調整額の算出方法は60～64歳と65歳以
降では異なっており、65歳以降ではより緩やか
な支給調整となっています。

　基本月額と総報酬月額相当額を合計した額が
28万円を超えた場合、年金額の支給調整が行わ

標準報酬月額： 9万8,000円～62万円の間で、給与を一
　　　　　  　　定の範囲ごとに30等級に区分した額。
標準賞与額：150万円を上限に1,000円未満を切り
　　　　　　  　捨てた額。

実際の計算では、給与・賞与は標準報酬月額・標準
賞与額という一定幅ごとで区分された額が用いられま
す。

年金額が調整される目安は28万円（60～64歳の方）

　在職老齢年金のしくみで年金額が調整される
のは、生年月日に応じて60～64歳から支給され
る「特別支給の老齢厚生年金」と、65歳から支給

される「老齢厚生年金」です。年金が全額支給停
止となった場合は、加給年金額も全額支給停止
されます。

在職老齢年金とは在職老齢年金とは

調整される年金額は調整される年金額は

　在職老齢年金による年金の支給停止は国の年
金から行われます。国の老齢厚生年金額と基金
の代行部分の年金額を合算し、所定の支給停止

額が算出されます。その支給停止額が国の老齢
厚生年金額を超えると、基金の年金額から超過
分が支給停止されることになります。

基金の在職年金の取り扱いについて 基金の在職年金の取り扱いについて 

働きながらでも年金は
　　　　　　　受けられます
働きながらでも年金は
　　　　　　　受けられます
働きながらでも年金は
　　　　　　　受けられます
働きながらでも年金は
　　　　　　　受けられます

れます（調整方法は7頁参照）。

支給調整

全額支給

【総報酬月額相当額】
その月の標準報酬
月額（給与）

過去一年間の
標準賞与額（賞
与）の総額 12

【基本月額】
老齢厚生年金
と基金代行部
分合算の年額 12

28万円

　基本月額と総報酬月額相当額を合計した額が
46万円を超えた場合、超える額の2分の1が基

年金額が調整される目安は46万円（65歳以上の方）
本月額から支給停止されます。

支給調整

全額支給

【総報酬月額相当額】
その月の標準報酬
月額（給与）

過去一年間の
標準賞与額（賞
与）の総額 12

【基本月額】

合　計　額

「基本月額＋総報酬月額相当額」が
28万円以下

基本月額が
28万円以下

基本月額が
28万円を
超えている

基本月額が支給される（支給停止されない）

基本月額－（総報酬月額相当額＋基本月額
－28万円）×

28
万
円
を
超
え
て
い
て

「
基
本
月
額
＋
総
報
酬
月
額
相
当
額
」が

受けられる在職老齢年金の月額総報酬月額相当額

老齢厚生年金
と基金代行部
分合算の年額 12

46万円
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60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算式60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算式

65歳以上の在職老齢年金の計算式65歳以上の在職老齢年金の計算式

1
2

基本月額－〔（46万円＋基本月額－28万円）×
＋（総報酬月額相当額－46万円）〕

1
2

基本月額－（総報酬月額相当額×　　）1
2

基本月額－〔46万円×　  ＋（総報酬月額相当額
－46万円）〕

支給停止額＝（基本月額＋総報酬月額相当額－46万円）×

1
2

1
2

46万円以下

46万円を超える

46万円以下

46万円を超える



　皆さんの中に「会社を退職しなければ年金は受けられない」と
思っている方はいませんか？　基本的には、公的年金である老
齢厚生年金は生年月日別の支給開始年齢に達していれば受給で
きます。ただし、一定の条件下では年金額の調整が行われます。

　国の年金は老後生活の下支えを目的としてい
るため、一定額以上の給与等がある場合は、公
的年金である老齢厚生年金が一部または全額支
給停止されます。このしくみを在職老齢年金と
いいます。
　在職老齢年金の対象となるのは次の条件を全

て満たした方です。
●60歳以上
●老齢厚生年金の受給資格がある
●会社などに勤め、厚生年金保険に加入している
（働いていても、厚生年金保険に加入していなければ支給
調整はされません。）

～在職老齢年金～

　在職老齢年金によって減額される額は月ごと
に算出されます。その月の給与とその月以前一
年間に受けた賞与を月割りした額（総報酬月額
相当額）と、年金の月額（基本月額）を合計した
額が、基準額より高ければ年金が減額されるこ

とになります。
　支給調整額の算出方法は60～64歳と65歳以
降では異なっており、65歳以降ではより緩やか
な支給調整となっています。

　基本月額と総報酬月額相当額を合計した額が
28万円を超えた場合、年金額の支給調整が行わ

標準報酬月額： 9万8,000円～62万円の間で、給与を一
　　　　　  　　定の範囲ごとに30等級に区分した額。
標準賞与額：150万円を上限に1,000円未満を切り
　　　　　　  　捨てた額。

実際の計算では、給与・賞与は標準報酬月額・標準
賞与額という一定幅ごとで区分された額が用いられま
す。

年金額が調整される目安は28万円（60～64歳の方）

　在職老齢年金のしくみで年金額が調整される
のは、生年月日に応じて60～64歳から支給され
る「特別支給の老齢厚生年金」と、65歳から支給

される「老齢厚生年金」です。年金が全額支給停
止となった場合は、加給年金額も全額支給停止
されます。

在職老齢年金とは在職老齢年金とは

調整される年金額は調整される年金額は

　在職老齢年金による年金の支給停止は国の年
金から行われます。国の老齢厚生年金額と基金
の代行部分の年金額を合算し、所定の支給停止

額が算出されます。その支給停止額が国の老齢
厚生年金額を超えると、基金の年金額から超過
分が支給停止されることになります。

基金の在職年金の取り扱いについて 基金の在職年金の取り扱いについて 

働きながらでも年金は
　　　　　　　受けられます
働きながらでも年金は
　　　　　　　受けられます
働きながらでも年金は
　　　　　　　受けられます
働きながらでも年金は
　　　　　　　受けられます

れます（調整方法は7頁参照）。

支給調整

全額支給

【総報酬月額相当額】
その月の標準報酬
月額（給与）

過去一年間の
標準賞与額（賞
与）の総額 12

【基本月額】
老齢厚生年金
と基金代行部
分合算の年額 12

28万円

　基本月額と総報酬月額相当額を合計した額が
46万円を超えた場合、超える額の2分の1が基

年金額が調整される目安は46万円（65歳以上の方）
本月額から支給停止されます。

支給調整

全額支給

【総報酬月額相当額】
その月の標準報酬
月額（給与）

過去一年間の
標準賞与額（賞
与）の総額 12

【基本月額】

合　計　額

「基本月額＋総報酬月額相当額」が
28万円以下

基本月額が
28万円以下

基本月額が
28万円を
超えている

基本月額が支給される（支給停止されない）

基本月額－（総報酬月額相当額＋基本月額
－28万円）×

28
万
円
を
超
え
て
い
て

「
基
本
月
額
＋
総
報
酬
月
額
相
当
額
」が

受けられる在職老齢年金の月額総報酬月額相当額

老齢厚生年金
と基金代行部
分合算の年額 12

46万円

6 7

60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算式60歳以上65歳未満の在職老齢年金の計算式

65歳以上の在職老齢年金の計算式65歳以上の在職老齢年金の計算式

1
2

基本月額－〔（46万円＋基本月額－28万円）×
＋（総報酬月額相当額－46万円）〕

1
2

基本月額－（総報酬月額相当額×　　）1
2

基本月額－〔46万円×　  ＋（総報酬月額相当額
－46万円）〕

支給停止額＝（基本月額＋総報酬月額相当額－46万円）×

1
2

1
2

46万円以下

46万円を超える

46万円以下

46万円を超える



年金のことならなんでもご相談ください。

来所、ファクシミリ、手紙、
当基金ホームページ等により
ご利用ください。
TEL 03-3633-6445
FAX 03-3633-7125
E-mail   info＠glskkn.com

平成22年度の事業実施結果について平成22年度の事業実施結果について

　当基金の平成22年度の決算をはじめとする下記の報告事項及び議案事項が、去る9月22日に開催された第
99回代議員会において慎重に審議された結果、全会一致で議決・承認されましたのでご報告いたします。
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報告第1号　事業実施状況について
報告第2号　理事長専決処分について
　①事業所関係の規約変更について
　②滞納処分認可申請について
報告第3号　実地監査の結果について
報告第4号　指定年金数理人の変更に
　　　　　　ついて

●適用・報酬関係
　加入員数 6,842人
　給与月額 302,140円
　賞与年額 576,567円

●年金給付関係
　年金受給権者数 6,241人
　平均年金額 511,505円
　成熟度（加入員比） 91.2％
　成熟度（掛金収入比） 160.5％

●掛金収納関係
　標準掛金・調定額 24.18億円
　標準掛金・収納額 24.00億円
　標準掛金・収納率 99.26％

●福祉事業関係
〔慶弔金の支給状況〕
　結婚祝金 87件／187万円
　死亡弔慰金 6件／　55万円

平成22年度 決算等のお知らせ

基金だより
平成23年10月31日発行／東日本硝子業厚生年金基金

事業状況 平成22年度決算等のお知らせ ……………………………1

平成22年度決算における積立水準の検証………………4
資産運用状況 ………………………………………………5

働きながらでも年金は受けられます ……………………6

主要事業事項の傾向／年金資産額と運用利回り ………8事業統計
お知らせ

ガラス基金ホームページガラス基金ホームページ

http://www.glskkn.com/アクセスは
開設内容 ●基金の概要

●規約と規程
●予算と決算
●給付のしくみ

●年金のご相談
　（24時間）
●基金の現況
●広報誌関係

●各種届出様式
●掛金額表
　　　　　etc

　東日本硝子業厚生年金基金では、ホームページを開設してイン
ターネット上で各種の情報をご提供しております。ホームページ
の開設内容は以下のとおりです。皆さん、是非ご利用ください。

報告事項 議案事項

議案第1号　平成22年度の決算（案）及び決算監査結果について
議案第2号　平成22年度不足金処理・剰余金処分（案）について
議案第3号　規約・規程の変更（案）について
　①規約の一部変更について
　　・事業所の任意脱退に係る規約の一部変更について
　②規程の一部変更について
　　・事務委任規程の一部変更について
　　・代議員･理事報酬補償規程の一部変更について

年金相談コーナー年金相談コーナー

基金だより 第71号（2011年10月31日発行）東日本硝子業厚生年金基金　東京都墨田区両国4-36-6　☎03-3633-6445（代）

（1.91カ月）

　60歳未満の人が、短期間（10年未満）で勤
務先を退職の場合、基金の中途脱退者になり、
年金の支給元が企業年金連合会に移ります。
年金受給前に、住所・氏名を変更したときは、
企業年金連合会への届出を忘れないようにし
てください。
［連絡先/企業年金連合会］
〒105-8772  東京都港区芝公園2-4-1  芝パー
クビルB館10階　電話0570-02-2666

基金を中途で脱退した場合のお願い

年金受給者数、平均年金額の増加、加入員
数の減少により、さらに成熟度が上昇

主要事業事項の傾向 年金資産額と
運用利回り

平成20年度 平成21年度 平成22年度平成19年度

22年度20年度 21年度19年度

加入員数（人）

受給者数（人）

加入員の伸び

受給者の伸び

平均給与月額（百円）

平均年金額（百円）

給与月額の伸び

年金額の伸び

資産額（百万円）

運用利回り（％）

11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

0

1.10

1.05

1.00

0.95

0.90

0.85

23,016
25,361

32,071 21.16

ー1.28

ー21.75

ー15.65

26,568

事業統計


